
令和７年度群 馬 県 高 等 学 校 新 人 陸 上 競 技 大 会  

兼  令和 7 年度第 29 回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会県予選会  

 

１ ． 主   催   群 馬 県 高 等 学 校 体 育 連 盟   群 馬 県 教 育 委 員 会  (一 財 )群 馬 陸 上 競 技 協 会  

２ ． 後   援   前 橋 市 教 育 委 員 会  

３ ． 主   管   群 馬 県 高 等 学 校 体 育 連 盟 陸 上 競 技 専 門 部  

４ ． 日   時   令 和 ７ 年  ９ 月 ２ ０ 日  (土 )   午 前 ９ 時 ０ ０ 分   競 技 開 始  

              ９ 月 ２ １ 日  (日 )   午 前 ９ 時 ０ ０ 分   競 技 開 始  

５ ． 場   所   正 田 醤 油 ス タ ジ ア ム 群 馬 （ 群 馬 県 立 敷 島 公 園 陸 上 競 技 場 ）  

６ ． 種   目  

 男   子 女   子 

一  

日  

目  

100m  400m   1500m  110mＨ  

3000mSC  4×100mＲ  

走 高 跳   棒 高 跳   走 幅 跳  

砲丸投   やり投  

100m  400m  1500m  100mＨ  

5000mW  4×100mＲ  

走 幅 跳   棒 高 跳  

砲丸投   やり投   

二  

日  

目  

200m  800m   5000m 400mＨ  

5000mW  4×400mＲ   三段跳  

円盤投   ハンマー投  

200m  800m  3000m  400mＨ  

4×400mＲ  走 高 跳   三 段 跳   

円盤投    ハンマー投  

                 ＊ 国 スポ選手 （３年生 ・フィールド種 目 ）のみオープン参加 を認める。  

 

７ ． 参 加 資 格  (1) 選 手 は 学 校 教 育 法 第 １ 条 に 規 定 す る 高 等 学 校 （ 中 等 教 育 学 校 後 期 課 程 を 含

む ） に 在 籍 す る 生 徒 で あ る こ と 。  

(2) 選 手 は 、 群 馬 県 高 等 学 校 体 育 連 盟 に 加 盟 し て い る 生 徒 で 、 当 該 競 技 要 項 に

よ り 関 東 選 抜 大 会 参 加 の 資 格 を 得 た も の に 限 る 。  

(3) 年 齢 は 平 成 １ ９ 年 (2007 年 )4 月 2 日 以 降 に 生 ま れ た も の 。 た だ し 同 一 学 年

で の 出 場 は 一 回 限 り と す る 。 (全 日 制 1.2 年 生 定 時 制 1.2.3 年 生 に 限 る ) 

(4) リ レ － 編 成 に お い て の 全 日 制 課 程 、 定 時 制 課 程 、 通 信 制 課 程 の 生 徒 に よ る

混 成 は 認 め な い 。  

(5) 転 校 ・ 転 学 後 ６ ヵ 月 未 満 の 者 は 参 加 を 認 め な い 。 た だ し 、 一 家 転 住 な ど や

む を 得 な い 場 合 は 県 高 体 連 会 長 の 認 可 が あ れ ば こ の 限 り で な い 。  

(6) 参 加 選 手 は 、 あ ら か じ め 健 康 診 断 を 受 け 、 当 該 校 長 の 承 認 を 必 要 と す る 。  

(7) （ 一 財 ） 群 馬 陸 上 競 技 協 会 を 経 て 公 益 財 団 法 人 日 本 陸 上 競 技 連 盟 に 登 録 さ

れ た 競 技 者 で あ る こ と 。  

(8) 参 加 資 格 の 特 例  

ア . 上 記 (1)(2)に 定 め る 生 徒 以 外 で ､(3)～ (7)の 大 会 参 加 資 格 を 満 た し か つ 、     

県 高 体 連 が 推 薦 す る 生 徒 を 別 途 に 定 め る 規 定 に 従 い 大 会 参 加 を 認 め る 。  

イ . 上 記 (3)の た だ し 書 に つ い て は 、 学 年 区 別 を 設 け な い 課 程 に 在 籍 す る 生 徒             

の 出 場 は 、 同 一 競 技 ２ 回 限 り と す る 。  

      ［ 大 会 参 加 資 格 の 別 途 に 定 め る 規 定 ］  

１ ． 学 校 教 育 法 ７ ２ 条 、 １ １ ５ 条 、 １ ２ ４ 条 及 び １ ３ ４ 条 の 学 校 に 在 籍 し 県 高    

体 連 の 大 会 に 参 加 を 認 め ら れ た 生 徒 で あ る こ と 。  

２ ． 以 下 の 条 件 を 具 備 す る こ と 。  

(1) 大 会 参 加 資 格 を 認 め る 条 件  

ア . 全 国 高 体 連 の 目 的 及 び 永 年 に わ た る 活 動 を 理 解 し 、 そ れ を 尊 重 す る こ と 。  

イ . 参 加 を 希 望 す る 特 別 支 援 学 校 、 高 等 専 門 校 、 専 修 学 校 及 び 各 種 学 校 に あ っ

て は 、 学 齡 、 修 業 年 限 と も に 高 等 学 校 と 一 致 し て い る こ と 。  

ウ . 各 学 校 に あ っ て は 、 県 高 体 連 の 予 選 会 か ら 出 場 を 認 め ら れ 、 関 東 選 抜 新 人

大 会 へ の 出 場 条 件 が 満 た さ れ て い る こ と 。  

エ . 各 学 校 に あ っ て は 、 部 活 動 が 教 育 活 動 の 一 環 と し て 日 常 継 続 的 に 責 任 あ る

顧 問 教 員 の 指 導 の も と に 適 切 に 行 わ れ て お り 、 活 動 時 間 等 が 高 等 学 校 に 比

べ 著 し く 均 衡 を 失 し て い ず 、 運 営 が 適 切 で あ る こ と 。  

         (2) 大 会 参 加 に 際 し 守 る べ き 条 件  

ア . 本 大 会 申 し 合 わ せ 事 項 等 に 従 う と と も に 、 大 会 の 円 滑 な 運 営 に 協 力 す る こ と 。  

イ . 大 会 開 催 に 要 す る 経 費 に つ い て は 、 応 分 の 負 担 を す る こ と 。  

 

 

 



８ ． 引率・監督  (1) 引 率 責 任 者 は 、 団 体 の 場 合 は 校 長 の 認 め る 当 該 校 の 職 員 と す る 。 個 人 の 場

合 は 、 校 長 の 認 め る 学 校 の 職 員 と す る 。 （ た だ し 、 公 立 学 校 に あ っ て は 教

員 と す る 。 ） ま た 、 校 長 か ら 引 率 を 委 嘱 さ れ た 「 部 活 動 指 導 員 」 （ 学 校 教

育 法 施 行 規 則 第 ７ ８ 条 の ２ に 示 さ れ た 者 ） も 可 と す る 。 但 し 、 「 部 活 動 指

導 員 」 に 引 率 を 委 嘱 す る 校 長 は 県 高 体 連 会 長 に 事 前 に 届 け 出 る こ と 。  

 (2) 監 督 は 、 校 長 が 認 め る 職 員 と し 、 そ れ が 外 部 指 導 者 の 場 合 は 傷 害 ・ 賠 償 責

任 保 険 (ｽﾎﾟｰﾂ安 全 保 険 等 ） に 必 ず 加 入 す る こ と を 条 件 と す る 。  

 

９ ． 参 加 制 限   (1) 同 一 人 の 参 加 種 目 数 は 、 リ レ － を 除 く ２ 種 目 以 内 と す る 。  

        (2) リ レ － は 、 １ 校 １ チ － ム と し 、 ６ 名 以 内 と す る 。  

        (3) 外 国 人 留 学 生 に つ い て は １ 校 ４ 名 以 内 と し 、 １ 種 目 １ 校 １ 名 以 内 と す る 。  

(こ の 種 目 に は 、 リ レ － も 含 む 。 ) 

 

10． 競 技 方 法   (1) 2025 年 公 益 財 団 法 人 日 本 陸 上 競 技 連 盟 競 技 規 則 に 準 拠 す る 。  

(2) 関 東 高 等 学 校 選 抜 新 人 陸 上 競 技 選 手 権 大 会 （ 山 梨 ） の 予 選 を 兼 ね る 。  

(3) 各 種 目 の 上 位 ３ 名 ・ ３ チ ー ム が 上 記 大 会 の 出 場 権 を 獲 得 し 、 必 ず 出 場 を す

る こ と 。 た だ し 、 国 ス ポ 選 手 に つ い て は 1４ の 国 ス ポ 選 手 の 特 例 措 置 に よ

り 出 場 権 を 得 る こ と が で き る 。 そ の 場 合 は ２ 名 が 該 当 種 目 の 出 場 権 を 得

る 。  

 

11． 表   彰   各 種 目 の １ ～ ３ 位 に は 賞 状 を 、 ４ ～ ６ 位 に は 専 門 部 賞 状 を 授 与 す る 。  

 

12． 申 込 方 法   (1) 当 該 校 の 校 長 の 責 任 に お い て 、 日 本 陸 連 エ ン ト リ ー シ ス テ ム で 、 ８ 月 ２ ５

日 （ 月 ） か ら ９ 月 ８ 日 （ 月 ） 17:00 ま で に 申 し 込 む こ と 。  

(2) 申 し 込 み 記 録 は 今 年 1 月 1 日 以 降 の 最 高 公 認 記 録 と す る 。  

(3) 追 加 登 録 は 、 ９ 月 ３ 日 （ 水 ） 17:00 ま で と す る 。  

 

13． 附   則   (1) 10.(2)の 関 東 選 抜 新 人 大 会 出 場 権 獲 得 者 で 、 出 場 辞 退 す る も の は 表 彰 後 、

必 ず 委 員 長 に 速 や か に 申 し 出 を す る こ と 。  

(2) 上 記 (1)で 欠 場 者 が 出 た 場 合 は 、 申 込 み 〆 切 前 で あ れ ば ４ 位 以 下 に 順 次 繰

り 上 げ 出 場 権 を 与 え る 。  

(3) ト ラ ッ ク 種 目 は 、 申 込 み 人 数 に よ り タ イ ム レ ー ス と す る こ と が あ る 。  

(4) 競 歩 競 技 に お い て 、 周 回 を 残 し 、 制 限 時 間 (男 子 -30'00" 女 子 -32'00")を

超 え た 者 に つ い て は 、 競 技 を う ち 切 る こ と が あ る 。  

(5) 走 高 跳 は 男 子 1m65、 女 子 1m35 か ら 、 棒 高 跳 は 男 子 3m30、 女 子 2m20 か ら

競 技 を 開 始 す る 。  

 

14. 国 ス ポ 選 手 の 関 東 選 抜 新 人 大 会 出 場 特 例 措 置  

(1) 国 ス ポ 選 手 は 、 国 体 に 出 場 す る 種 目 の み 、 出 場 権 を 得 る 事 が で き る が 、 申

込 時 に そ の 旨 を 委 員 長 に 申 し 出 る 。 （ 本 大 会 の エ ン ト リ ー は 行 う が 、 本 大

会 に 出 場 し た 場 合 は そ の 限 り で な い 。 ）  

(2) 同 種 目 に 複 数 の 国 体 選 手 が い る 場 合 は 、 高 等 学 校 対 抗 陸 上 競 技 大 会 ま で の

今 シ ー ズ ン に お け る 記 録 上 位 者 が 出 場 権 を 得 る 。  

(3) (1)、 (2)と も 同 種 目 の 今 シ ー ズ ン の 県 高 校 ラ ン キ ン グ ３ 位 ま で に 限 る 。  

  


